
京都市体育館条例の一部を改正する条例（令和４年３月３０日京都市条例第   号）（文

化市民局市民スポーツ振興室） 

京都市体育館の利用料金の適正化を図るため，また，その他規定を整備するために，

次のとおり京都市体育館条例を改正することとしました。 

１ 利用時間の区分を超えて京都市体育館を利用する場合の利用料金の上限額につい

て，時間帯ごとの料金の区分を廃止し，一律の上限額を定めます。 

２ その他必要な規定の整備を行います。 

この条例は，令和５年４月１日から施行することとしました。 
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 京都市体育館条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和４年３月３０日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市条例第   号 

   京都市体育館条例の一部を改正する条例 

 京都市体育館条例の一部を次のように改正する。 

 別表第１備考５中「に掲げる」を「の規定により計算した」に改め，同備考６中「に掲

げる額」を「の規定により計算した額（５の規定の適用がある場合にあっては，その適用

後の額）」に改め，同備考７中「に掲げる額」を「の規定により計算した額（５又は６の規

定の適用がある場合にあっては，その適用後の額）」に改める。 

 別表第２備考以外の部分を次のように改める。                   

区           分 
利 用 料 金 （ １ 時 間 に つ き ） 

ア イ 

競技場（全

面利用） 

アマチュア

スポーツ 

入場料を徴収

しない場合 

円 

１４，６６０  

 

円 

１０，４７０  

入場料を徴収

する場合 
４６，０９０  ３６，６６０  

そ の 他 

入場料を徴収

しない場合 
１５５，０４０  １２０，４７０  

入場料を徴収

する場合 
２１７，９００  １６９，７１０  

 別表第２備考中１を削り，２を１とし，３を２とし，４を３とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の京都市体育館条例（以下「改正後の条例」という。）の規定に

よる京都市体育館の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第２４４条の２第

３項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は，この条例

の施行前においても行うことができる。 

（適用区分） 
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３ 改正後の条例の規定は，この条例の施行の日以後の利用に係る料金について適用し，

同日前の利用に係る料金については，なお従前の例による。 

（文化市民局市民スポーツ振興室） 


